
 
 
 

 

 

Plaza 財務会計のユーザ様へ 

昨年 10月からサポート期間の更新を迎える

Plaza 財務会計のユーザの皆様にご案内してお

ります通り、Plaza シリーズのサポートが残す

ところあと 2 年（2 回の年次更新）となりまし

た。 
数多くのお客様が既に Plaza-i へマイグレー

ションしていただいておりますが、Plaza 財務

会計を一人で利用しているというお客様が、移

行しきれずにいらっしゃいます。 

スタンドアロン版－低価格モデル 

Plaza-i はバイリンガル、多通貨という特徴

を持つ中小・中堅企業向け ERP システムとして

既に 150 社以上の会社でご利用いただいており

ますが、今回、上記のような Plaza 財務会計を

一人で利用しているお客様の為に、Plaza-i のス

タンドアロン版を用意しました。 
このスタンドアロン版は、機能的には

Plaza-i と同じですが、一台のコンピュータで利

用することを前提に、ライセンス価格を従来の

Plaza 並に押さえた低価格モデルです。Oracle
も Personal Edition（PE）という 4 万円でご提

供可能なライセンスを使用します。 

最新環境で稼働する Plaza 財務会計 

スタンドアロン版で提供する Plaza-i はバー

ジョン 2 という、.NET Framework という最新

の環境で動作するプログラムです。 
Plaza-i バージョン 2 はバイリンガル、多通

貨、マッチング等の Plaza 財務会計の便利な機

能はそのままに、しかし、ERP を強烈に意識し

たバージョン 1 のようにマスター管理、ユーザ

管理などに分かれておらず、1 つのプログラム

から全てのメニューを起動することが出来る Pl 
aza 財務会計のユーザ様にも違和感なくご

利用いただけるシステムです。 
また、Plaza 財務会計は Access2000 までし

かサポートしていないため、Vista 等では動作し

ませんが i は、Office2007 も含む、最新のコン

ピュータ環境で動作します。但し、Plaza-i はコ

ンピュータのリソースを多めに必要としますの

で、XP（SP2 以上）であれば 2GB 以上、Vista
であれば 3GB 以上のメモリーを推奨していま

す。 
また Plaza 財務会計では総勘定元帳照会並

びに印刷で、期を跨いだ出力が出来ませんでし

たが、Plaza-i では期を跨いで会計期間を指定し

出力することが可能になりました。 
また、Plaza-i は、四半期財務諸表対応、PDF

への出力、グリッド画面のエクセル転送、消費

税の伝票別税抜き処理による消費税申告書の出

力、電子帳簿保存法への対応等、最新の会計シ

ステムが備えるべき機能を備えています。 
従って、Plaza 財務会計のユーザの皆様には、

Plaza のデータがコンバージョン可能で、なお

かつ、最新コンピュータ環境で稼働する、機能

的にも進化した Plaza 財務会計が登場したとお

考えいただければ幸いでございます。 

Plaza-i 給与計算－3 月リリース 

固定資産につきましては、既に、減損会計

並びにリース会計に対応した Plaza-i 固定資産

をご利用いただいておりますが、給与計算につ

きましても、.NET Framework 環境に対応した

Plaza-i 給与計算を本年 3月にリリースいたしま

す。 
Plaza-i 給与計算は、給与台帳、賃金台帳で、

「ゼロ金額を印刷しない」オプションをサポー

トし（無駄な項目を印字しなくなりました）、

また、暦年を超えた年月を範囲指定して印字で

きるようになりました。 
また、Plaza-i 給与計算モジュールのみ、移

行期間中については当面 Access2000 の MDB
をサポートします。但し、他の Plaza-i モジュー

ルと同じく、近い将来 Oracle に一本化していく

予定ですので、この機会に Personal Edition も

含む Oracle データベースへの移行も合わせて

ご検討下さい。 
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 Plaza-i 共通機能紹介 

以前まで、「言語設定」というメニュー名で、

主言語・副言語の切り替え機能のみであった本

メニューですが、Plaza-i V2.01.29 以後は、「イ

ンターフェース設定」というメニューに変更さ

れました。言語切替以外に、「画面色」と称し、

画面各部位の色を変更する機能が追加されてい

ます。 
画面色は、まず、USR 画面基本色マスター

でカラーパターン番号として登録でき、ユーザ

グループごとに利用するカラーパターン番号を

設定することが可能です。また、ユーザ ID には

基本ユーザグループを持っていますので、そこ

からカラーパターン番号が決定される仕組みと

なっております。 

 
したがいまして、各部署やグループごとに配

色を決定されたい場合、カラーパターン番号を

登録するとよいでしょう。 
一方、画面基本色マスターとは別に、インタ

ーフェース設定メニューをご利用いただければ、

Plaza-iがインストールされた各端末ごと個別に

画面色を設定することもできるようになりまし

た。 

 
Plaza-i をご利用の各個人の、使いやすさや

好みといった側面につきましても、今後、より

応じやすいシステムとしていきたいと考えてお

りますので、どうぞ宜しくお願い致します。 
 

Plaza-i 年次繰越処理 

2015 年もまだ折り返しを迎えたばかりでは

ありますが、来年 8 月には「山の日」が祝日に

追加され、Plaza-i でも支払い予定日や出庫日に

休日を考慮する場合には毎年の年次繰越処理を

行う前に「山の日」を追加したほうがよいため、

少し気の早い話ではありますが、Plaza-i での年

次繰越処理についてご紹介させていただきます。 

USR 年次繰越処理とは 

Plaza-i での会計上の年次繰越については

GLS 一般会計の月次更新処理で実施されるため

ユーザの方は意識する必要はありません、また

FAS 固定資産では今回ご紹介する USR 年次繰

越処理とは別にFAS年次繰越処理を明示的に実

施する必要があります。 
USR 年次繰越処理では前述の「山の日」の

ように翌年の休日の設定や自動採番でシステム

が利用するものが不足していないかを確認し、

システム側で年に一度行うべき処理を補助する

機能です。 
今回はその中でも特に休日マスターについ

て、またこの USR 年次繰越処理と同じタイミン

グで年に一度、実施しておくことが望ましいと

思われる項目を全てではありませんが、例とし

て記載させていただきます。 

毎年の休日を作成する仕組み 

年次繰越処理では翌年の休日を自動で作成

しています。 
もちろん春分の日や秋分の日のように日付

が決まっていない休日や振替休日の振替等もあ

るため自動作成後に必ず確認が必要になります

が、Plaza-i では休日の定義に毎年の休日を定義

する年別休日マスターと、そもそも何月何日が、

何月の第何月曜日がといった休日自体の定義を

行う国別休日マスターという 2 つの定義を持っ

ています。 
年次繰越処理では休日自体の定義である国

別休日マスターを元に毎年の年別休日マスター

を作成しています。 
そのため、今回のように新たな休日が追加に



なるような場合には、年次繰越よりで年別休日

マスターを自動作成する前に、国別休日マスタ

ーを登録しておくとよいでしょう。 

その他合わせて確認すべき項目 

全ての項目ではありませんが、USR 年次繰

越処理と合わせて確認したほうが望ましいと思

われる項目をご紹介させていただきます。 
まずは FAS 固定資産の年次繰越処理は別途

実施が必要なため、同時に実施することをお勧

めします。 
次に期間が関係する会計期間マスターやい

つからいつまでは売上計上できるというような

定義を行う入力期間制御マスター、また夜間バ

ッチ処理等でジョブスケジュールカレンダーを

登録している場合には合わせて確認するとよい

でしょう。 
またそれ以外のマスターでもユーザ ID マス

ター等、すでに利用されていないユーザの見直

し等、定期的な確認や、バックアップが正しく

取得されているかのテストやサーバの空き容量

が十分にあるか等のプラットフォームの稼働状

況も確認対象として検討すべきと思います。 
最後になりますが、Plaza-i では上記のよう

に個別に確認すべき項目のうち、少しでも自動

化することやアラートだけでも出せるようにな

らないかと考え、日々、成長しております。 
今度とも Plaza-i をどうぞよろしくお願いし

ます。 
 

Windows 10 

Windows 10 のアップグレードが 2015 年 7
月 29 日に正式リリースされます。 

リリース直前の Windows 10 についてのご

紹介いたします。 
 
PC 向けの Windows 10 のエディションは

Home/Pro/Enterprise/Educationの 4つがリリー

スされ、PC 以外の端末では、タブレット向け・

IoT デバイス向けの Windows 10 がリリースさ

れるようです。 
注目の点は今までマイクロソフト社が一貫

してバージョンアップは有償で提供しておりま

したが、Windows 7 SP1、Windows 8.1 Update、
Windows Phone 8.1 のいずれかのデバイスを

ご利用のユーザに限り、Windows 10 に無償で

アップグレードできると打ち出しているところ

です。（※無償アップグレードの有効期間は、

Windows 10 の提供開始後 1 年間） 
「企業向け製品」Windows 8.1 / 8 / 7 

Enterprise は今回の無料アップグレードの対象

とはならないようなので、注意が必要です。（企

業向けでも Windows 8 / 8.1 Pro などは無料ア

ップグレード対象となる等、アップグレード可

否の基準が複雑です！） 

 
Windows10 の最大の特徴は、スマートフォ

ンからパソコン、さらに画面を持たない IOT 
(Internet of Things) など、様々な種類のデバイ

スに幅広く対応する OS であることです。 
Windows 10 では、PC とタブレット（ある

いはスマートフォン）でモードを分けて、それ

ぞれの利用に応じたユーザインターフェース

（以降 UI） を提供し、Windows8 で不評であっ

たスタートメニューも改善され、PC の場合はキ

ーボードマウスで操作しやすい UI 画面、タブレ

ットの時はタイル中心でタップ操作しやすい UI
などデバイスに応じた操作が可能となった点は

改善されたと思います。 

 
Windows Phone 、Windows 8、Xbox で共

通 UI を導入し、内部的にも NT カーネルで揃え、

OS プラットフォームごとに異なった実行環境

を統一したようです。 
さらに API レベルでの共通化でひとつのプ

ログラムコードを最小の手間でマルチデバイス 
/ マルチプラットフォームのサービスとして展

開できる環境を整備するなど、OS とデバイス間

の統合を進めています。 
PC でもスマートフォンでもタブレットで

も、あらゆるデバイスで共通のアプリが動く「ユ

ニバーサルアプリ（Universal App）」や、Android
／iOSアプリ用の新SDKを使うことで、Android
／iOS アプリを「ユニバーサルアプリ」に移植

し、Windows Store で公開できるようにするな

ど、Android ・iPhone ユーザを Windows Phone
や Windows タブレットへ移行取り込みをする

戦略が推し進めているようです。 



魅力的なソフトウェアが少ないと思われて

いた Windows ストアですが、Android／iOS ア

プリの移植が容易になったことで、ストアアプ

リのラインナップも充実して来て Windows タ

ブレット・Windows Phone が市場優位性を持つ

日が来るかもしれません。 
 
Windows 無償アップデートや音声アシスタ

ント「Cortana」等、Apple の展開するサービス

や機能に近くなってきたと筆者は考えます。 
Windows10 の投入で PC・タブレット市場

に変化があるか今後の動向に注目したいと思い

ます。 

Plaza-i 運用例-受注発注ビジネスで

未着品管理 

はじめに 

本項では、次のようなビジネスを行っている

場合の Plaza-i 運用例を説明します。 
受注発注が基本で、且つ、主な商品は海外か

ら船で輸入して調達する。 
その際の輸入仕入の取引条件は主に FOB で

仕入先国の船積時点で所有権が移転する（自社

在庫になる）。そして、仕入先国の船積時点か

ら自国へ通関、入庫するまでの期間が長い、従

って、未着品状態の在庫金額の比率が必然と大

きくなるため、未着品の金額をシステムで把握

したい。 

セットアップ 

受注発注のセットアップ 

①Plaza-i ユーザーズガイド SOE、受注

（章）、物流・購買処理を受注担当が行

う受注[OG]（節）、セットアップ（項）

の説明をご参照ください。 
未着品管理のセットアップ 

②ファシリティマスターに「受注発注」

ファシリティと、未着品管理用に「未着

品（受注発注）」ファシリティを登録し

ます。「未着品（受注発注）」ファシリ

ティは、ビジネス上の役割は、未着品管

理が目的ですが、システム上、受注発注

の機能を利用するため、このようなファ

シリティ名を付けると良いでしょう（以

下、便宜上、未着品ファシリティと表記

します）。 
③入出庫タイプマスターに、社内ルート

移動の入出庫タイプを登録します。物流

ルート移動区分、ファシリティ移動区分

がオンの入出庫タイプです。 
④在庫取引コードマスターに、上記入出

庫タイプに設定する出庫用の在庫取引

コード、及び入庫用在庫取引コードを登

録します。出庫用の在庫取引コードのみ、

在庫取引仕訳必要区分をオン、勘定科目

コードに「未着品」の勘定科目を設定す

ることがポイントです。 
⑤売上仕入科目関連マスターに、輸入仕

入の商品取引区分に関連付く勘定科目

コード売上仕入に、「未着品」の勘定科

目を設定します。この設定は、売上原価

対立法の方式を想定しています。 

受注をうけて、発注する 

SOE 受注伝票入力で、ヘッダ出庫元：受注

発注ファシリティ、明細出庫元：未着品ファシ

リティと入力します。通常の受注発注と同様、

調達指示タブを登録します。調達指示タブの出

庫先ファシリティも未着品ファシリティです。 
受注を承認し、発注伝票を生成、承認します。 

仕入先国出港日で、未着品を計上 

PUR 発注伝票入力で発注確認を行い、入庫

予定を生成します。出庫予定日、入庫予定日と

もに出港日を入力します。 
DRS 入出庫確認－選択確認で入出庫確認を

行い、輸入仕入を計上します。DRS 物流在庫シ

ステム上、未着品ファシリティで現在庫を確認

することができます。 
また、PUR 仕入債務転送を行い、債務計上

伝票を生成します。債務計上承認により下記仕

訳となります。 
借方 BS 未着品 貸方 BS 買掛金 1,000 

到着時点で在庫を計上 

一方、承認済の受注伝票に出庫指示を行い、

出庫予定を作成します。 
受注伝票のヘッダ出庫元のファシリティと

明細出庫元ファシリティを意図的に別々にする



ことで、ルート移動の入出庫伝票を作成します。

移動元ファシリティを未着品、移動先ファシリ

ティを受注発注とするファシリティ移動の入出

庫伝票です。 
このルート移動の入出庫伝票に対し、DRS

入出庫確認－選択確認で入出庫確認を行います。

DRS 物流在庫システムでは、受注発注ファシリ

ティに在庫が移動します。 
また、入出庫確認処理により生成される在庫

取引伝票を JNL 在庫取引計上することにより下

記仕訳となります。 
借方 BS 商品 貸方 BS 未着品 1,000 

ポイント 

Plaza-i 受注発注は、受注から発注、仕入、

売上まで一貫して、受注発注ファシリティ(01)
で処理を行うため、在庫品販売のように自社在

庫の工程（ファシリティ）をフレキシブルに移

動させることは原則できません。 
但し、受注伝票の明細出庫元からヘッダ出庫

元へのルート移動のみ、受注発注処理の一貫性

を保った上で、在庫を移動させることができま

す。本運用例は、このルート移動を未着品から

の在庫計上へ応用するところがポイントです。 

留意点 

受注伝票の明細出庫元からヘッダ出庫元へ

のルート移動の入出庫タイプは、現状、会社で

1 つしか設定することができません。 
そのため、自社物流センターに一旦まとめて

から出荷するという物流を行っている場合、自

社物流センターへの集荷業務を、受注伝票明細

出庫元からヘッダ出庫元へのルート移動を使っ

て処理する（本来、システムが想定するルート

移動を行う）場合、本運用例と併用することは

できません。 

おわりに 

ご紹介させて頂きました本運用例につきま

しては、入出庫タイプマスター及び在庫取引コ

ードマスターなど専門知識を要する設定箇所が

ございます。 
本運用例の利用をご検討のユーザ様は、弊社

コンサルタントもしくは営業にお問い合わせく

ださい。 
 

Plaza-i SVP サービス業購買管理 

Plaza-iのラインナップに新たにSVPサービ

ス業購買管理システムが加わりましたのでご紹

介します。 

SVP：サービス業購買管理システム 

役務提供取引（サービス業務）の発注のうち、

特に、ソフトウェア保守料のように時の経過に

応じて分割して仕入を計上する取引や、作業の

進捗度合に応じて仕入を分割計上する取引の発

注、仕入、債務転送プロセスをカバーするモジ

ュールです。 
物品の購買を担当するPUR 購買管理と混在

可能ですので、PUR と SVP を同時に導入する

ことも可能です。 
外貨対応していますので、ドル支払があるな

どという場合には非常に便利です。 

主なメニュー 

発注伝票入力 
発注伝票印刷 
発注明細照会 
仕入計上予定照会 
仕入明細照会 
仕入報告書 
仕入債務転送 
仕入本締め 

仕入計上時期と支払時期は別 

仕入は月次均等に計上するが、支払は、年に

1 回、2 回、3 回、4 回、6 回、12 回、前払い、

後払い、変則など、いろいろあるもの。 
Plaza-i では上記のような要望に対応するた

め、仕入の計上時期と支払時期を別々に管理す

ることが出来ます。 

APS 連動により理想的な会計処理を実現 

SVP サービス業購買管理システムから発注

伝票と同時に生成された支払予定に基づき、

APS 債務管理システムで債務計上されます。 
APS 債務管理システムの支払確定で、SVP

サービス業購買管理システムの支払予定を消し

込みます。 



Plaza-i を導入すれば、購買担当の入力した

発注伝票上で生成される支払予定に基づいて、

経理がチェックし支払処理を実行するという、

理想的な購買プロセスを実現します。 
APS 債務管理システムで、仕入計上前の支

払を前払金として計上し、一方、SVP サービス

業購買管理システムで仕入計上時に前払金分は

取り崩し、残りを買掛金に計上することにより、

会計上の買掛、前払の区分表示が自然に実現し

ます。Plaza-i は日次処理が月次決算に、月次決

算が四半期決算に自然につながるシステムとな

っています。 
さらに APS 債務管理システムでは、買掛金、

前渡金の発注伝票別、仕入計上時期別、支払計

上時期別の明細を管理していますので、日次処

理をきちんとしていれば、残高一覧表、元帳等

の会計報告がいつのまにか出来上がっています。 

仕入計上予定照会 

月次で分解した仕入計上予定や、完成時期に

合わせ仕入を計上する場合の予定を、各種の観

点から照会し、画面に集計表示することが出来

ます。 
これにより、月別、組織別、担当者別、プロ

ジェクト別、の仕入予定をリアルタイムで集計

照会することが出来ます。 

おわりに 

今回ご紹介させていただいたのは一部の機

能ではございますが、ご興味がある方は、ぜひ

弊社営業担当 03-5715-3315（内線：81）、もし

くは弊社 HP までお問い合わせください。 
 

最新の Plaza-i バージョン情報 

平成 27 年 7 月 13 日現在までリリースして

おります最新のバージョン情報をお届けします。 
 
Plaza-i.NET    V2.01.30.07 
Plaza-i 給与計算システム V2.0.5.13 
 

なお、Plaza-i 給与計算システムは弊社ホー

ムページ（http://www.ba-net.co.jp/）NEWS and 
TOPICS にも掲載しております。 
 

https://www.ba-net.co.jp/ssl/request/index.html
http://www.ba-net.co.jp/


上場株･非上場株に係る譲渡損益の

通算－事業承継との関係について 

 
(1) 平成 25 年度税制改正の概要－上場株･非

上場株に係る譲渡損益の通算について 
 個人所得税及び住民税の計算上、上場株式に

係る譲渡損又は譲渡益と、非上場株式に係る譲

渡益又は譲渡損とは相殺して申告することが

できますが、この取扱いが平成 25 年度税制改

正により変更されました。具体的には、平成 28
年 1 月 1 日以後の譲渡より、上場株式等に係る

譲渡所得等と非上場株式等に係る譲渡所得等

が別々の分離課税制度とされるため、上場及び

非上場間の損益通算ができなくなります。 
 
(2) 事業承継で想定される事実関係 
事業承継の一環として行われる同族株主間

の株式異動は、一般的には譲渡か贈与で行われ

ますが、本稿では譲渡に焦点を絞ってお話をし

たいと思います。 
① 株式の含み益 

毎期継続的に利益をあげている場合には、支

払配当を差し引いた残高分だけ、純資産が積み

上がっていくことになります。自社株式の譲渡

対価の決定にあたって純資産価額を参酌する

ことが多い中小企業では、多額の含み益を抱え

ているケースが多いものと考えられます。 
 

② 株式の譲渡価額の決定 
 所得税法上、非公開株式の評価について、画

一的に定められたものはありません。しかし、

個人から法人への低額譲渡等が行われた場合

は、時価譲渡とみなして課税するための「時価」

について、所得税法基本通達 23～35 共-9 およ

び所得税法基本通達 59-6 で定められており、

当該通達を他の場面にも準用して時価を算定

することが実務上多く行われています。  
いずれの価額を選択するかにあたっては、評

価の目的や事案の背景、企業規模と状況、株主

および売主ならびに買主などの諸状況を勘案

する必要がありますが、同族オーナー系の中小

企業の場合には、このうちの純資産価額(又は純

資産価額と類似業種比準価額との折衷)を採用

するケースが一般的には多いといえます。 
 
 
 

(3) 上場株･非上場株に係る譲渡損益の通算 
 経営者等が保有する自社株式に多額の含み

益があるケースで、かつ、含み損のある上場株

を保有している場合には、上場株･非上場株に

係る譲渡損益の通算が可能な平成 27 年中に売

買を完了させることにより、譲渡益の圧縮と事

業承継の両立が可能となります。 
 
(4) 相続対策 
 事業承継による株式譲渡が、父から子に対し

て行われるような場合には、事業承継だけでな

く相続対策という側面も併せもつこととなり

ます。 
① 株価上昇リスクの排除 
 継続的に利益をあげている会社の場合、純資

産の増加に伴い株価も上昇していく傾向にあ

りますが、売却により株式という財産が金銭と

いう財産に変わるため、株価上昇に伴う相続財

産の増加リスクを防ぐことができます。 
 
② 譲渡対価である金銭の有効活用 
教育資金贈与などの非課税制度の適用が可

能となるため、相続財産の圧縮を図ることがで

きます。 
 

③ 株式買取資金を有しない場合 
 譲渡対価は親から子への貸付となりますが、

当該貸付金を当該借入れをした子に財産とし

て相続させることにより、相続後の債権債務の

相殺が可能となります。親子間の借入について、

無利息貸付とした場合に金利相当分を贈与認

定されるリスクや、そもそも返還予定のない貸

借について貸借そのものが贈与と認定される

リスクがありますので、専門家にご相談下さい。 
 なお、金融機関からの借入れも選択肢の一つ

であり、この場合には親が受領する譲渡代金に

ついて上記②の対応も可能となりますが、別途、

返済原資の問題や、返済までにかかる利息合計

と親からの貸付けとした場合の相続税額との

比較シミュレーション等が必要となり、これを

経た上でなければ有利不利の判断はできない

ためご留意下さい。 
 
(5) 終わりに 
 事業承継を検討されている経営者の方で、含

み損のある上場株を多数有している場合には、

自社株及び上場株の売買の必要性について、平

成 27 年中の検討が望ましいといえます。 
 



出国時課税について 

 
平成 27 年 7 月 1 日以降に国外転出をする場

合には、その国外転出時に有価証券等の譲渡等

があったものとみなして、所得税が課税される

ことになりました。 
今回は、出国時課税について解説をします。 

 
（１）制度が設けられた理由 
株式等のキャピタルゲイン（譲渡益）につい

ては、売却した者の居住地国に課税権があると

されていたため、国内で保有していた株式等を

出国先のキャピタルゲイン非課税国で売却する

ことで、課税逃れができてしまいます。その防

止策として出国時課税が創設されました。 
 
（２）内容 

①対象者 
国外転出（国内に住所及び居所を有しないこ

ととなること）時に保有していた有価証券等の

評価額が 1 億円以上の者であり、かつ、国外転

出の日前10年以内に5年超国内に居住していた

者が対象となります。つまり、海外永住する人

だけでなく、海外駐在や留学を目的とする人も

対象に含まれます。 
 
②課税対象資産 
有価証券、匿名組合出資持分、未決済信用取

引等、未決済デリバティブが課税対象資産とな

ります。ストックオプションも対象になります

ので、海外赴任をする際には、注意が必要です。 
 
③課税対象金額 
国外転出の前に確定申告書の提出をする場合

は、国外転出の予定日の 3 月前の日の時価、国

外転出後に確定申告書の提出をする場合は、国

外転出時の時価で譲渡（決済）したものとみな

されます。 
 
（３）帰国した場合 

この規定の適用を受けた者が、国外転出の日

から 5 年を経過する日までに帰国をした場合に

おいて、引き続き課税対象となった有価証券等

を有していた時は、課税を取り消すことができ

ます。手続きとしては、帰国の日から 4 月以内

に更正の請求を行う必要があります。 
 
（４）納税猶予 
出国時課税は、実際には譲渡していない株式

等について課税されてしまうため、納税猶予の

規定が設けられています。 
国外転出の時までに納税管理人の届出を行い、

かつ担保の提供をした場合には、国外転出の日

から 5 年を経過する日（同日前に帰国する場合

には、同日とその者の帰国の日から 4 月を経過

する日のいずれか早い日）まで納税が猶予され

ます。 
納税猶予の期限は、納税猶予期限内に、延長

の届出書を提出することにより、国外転出の日

から 10 年以内に延長することができます。 
納税猶予期間中は、毎年 3 月 15 日までに継続

適用届出書を提出しなければなりません。 
 
（５）贈与等により非居住者に有価証券等が移

転する場合 
居住者の有する有価証券等が贈与、相続また

は遺贈により非居住者に移転した場合には、そ

の贈与、相続または遺贈の時に、時価でその有

価証券等の譲渡等があったものとみなされます。

日本に住んでいる方であっても、相続人が海外

転勤中に相続が発生して、対象資産を相続すれ

ば、結果として出国税の対象になります。つま

り、出国しないと思っている人にも出国税がか

かる可能性があります。 
 
（６）おわりに 

今回の制度は、海外に移住する富裕層に対す

る新たな課税制度と言えますが、実際の制度で

は、一時的な出国者に対しても課税されてしま

うため、納税猶予や課税取り消しの制度が設け

られています。ただし、納税猶予などは所定の

手続きを期限までに行って初めて認められるも

のです。したがって、この制度の適用対象者に

なるのかどうかをきちんと把握して、適切に手

続きを行うことが大切になります。 
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